
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈１１月末～１２月の行事予定〉 
 ＜11月＞

 26日(水）修学旅行（６年生）～２７日　熊本

 28日(金) 休養措置日（６年生）

 ＜12月＞

  3日(水) 学級ＰＴＡ

  4日(木) スクールカウンセラー来校（午前）

  8日(月) 児童集会（大縄大会）

 13日(土) 土曜授業

 18日(木) 特別支援学級合同学習会（立神中）

 23日(火) 学校運営協議会

 24日(水) ２学期終業式

26日(金) 仕事納め　　12/27～1/4は学校閉庁日です。

集団宿泊学習 

  ５年生は，１１月１２日～１１月１３日に南薩少年

自然の家で１泊２日の宿泊学習を実施しました。天気

の影響から変更になった活動も一部ありましたが，フ

ィールドワークや創作活動に取り組み，様々な体験活

動をすることができました。自然の家では，時間の制

限や係分担などもあっ

て不自由さを感じたと

思いますが，友達のよ

さや家族のありがたさ

など，普段当たり前に

感じていることがいか

に貴重であるかをあら

ためて気づくことがで

きました。

昔遊び体験 

　１０月２８日，校区公民館，校区老人クラブの方に

協力をいただき１・２年生を対象に昔遊び体験をしま

した。 

　「けんけんぱ」や「あやとり」，「ビー玉遊び」など，

１０種類の遊びを楽しみました。 

　児童の日記には，「と

ても楽しかったので家

にかえってお母さんに

話したら『いっしょに

してみたい』と言われ

てうれしかった」とい

う記述がありました。 

　心に残る楽しい行事

となりました。 

運動習慣育成教室 

  １１月６日，鹿児

島県のエアロビック

協会から講師が来校

し，５・６年生を対

象に体を動かすこと

の楽しさを体験する

授業を実施しました。 

  音楽に合わせて運

動することの効果や

呼吸と運動の関係を学びました。エアロビックを通し

て，運動が苦手な児童も運動を楽しむ様子がありまし

た。授業後には「汗をいっぱいかいて爽快だった」「ス

トレッチも毎日取り組んで体をやわらかくしたい」と

 意欲的な感想がありました。

　充実した楽しい授業となりました。  

 「SNSの年齢制限と保護者の責任」
 校長　緒方美保　

　11月は校内人権月間（なかよし月間）ということで，人権に関する学びの場
がたくさんありました。そこで気になったのが，子どものSNSによるトラブル
の話です。一般的に「子どもが小学校や中学校に入学した」ことをきっかけ
に，スマートフォン等を持たせるようにする保護者が多いと聞きます。基本的
に家族との連絡手段として利用していると思いますが，親のID・パスワードで
ログインし，子どもが自由にSNSを使っている御家庭もあるように聞いていま
す。しかし，SNSの利用には年齢制限があることをご存知でしょうか。数年前
の調査では，SNSに年齢制限があることを知らない保護者は，なんと４割にも

 上りました。 

　こうしてみると｢小学生はほぼ使えない｣ということがわかります。年齢制限
があるということは｢子どもが使うのに危険があるかもしれない｣ということで

 す。子ども達がトラブルに巻き込まれないようにと設定されているのです。
　このような現状から，オーストラリアでは昨年11月，16歳未満のSNS利用
を禁止する法案が可決，来月12月10日からその法律が施行されます。国レベ
ルでの禁止は世界初の取組だそうです。また，日本でも今年4月1日から｢情報
流通プラットフォーム対処法｣が施行され，インターネット上の誹謗中傷や権

 利侵害情報への対応を強化する法律が制定されました。
　日本でもSNSがパパ活や闇バイトなどの犯罪の温床になることもあり，いじ
めや誹謗中傷についても以前から問題視されています。また偽情報，フェイク
ニュース，社会の分断も指摘され，最近では選挙におけるSNSの影響力が既存

 のメディアを超えたという声も出ています。
　実際は，年齢制限があっても年齢を偽ればアカウント自体は作成できます
し，SNSを使っている子どもがたくさんいます。では，どのような対応をすれ
ばよいでしょうか。まずは，与えた側の責任として，子どもが使わない方がよ
い機能や使い方などを確認してみる必要があります。年齢制限があるからとい
ってただ使わせないようにするよりも，やってはいけないことを子どもととも
に考え，具体的に伝えていくことが大切です。また，「なぜだめなのか」「利
用規約には何が書かれているのか」をしっかり確認し，お子さんのスマホ，タ
ブレット，通信型ゲーム機等の使い方を“正しく制限する”ことが最も大切で
す。まずは，保護者が知ることが子ども達を守ることにつながります。

【子ども達が使うであろう主要なSNSの年齢制限】<2025年６月現在> 
X（旧Twitter）・Facebook・TikTok・Instagram 

 　13歳未満（機能によっては保護者の同意が必要） 
YouTube 

 　13歳未満（保護者の許可があれば利用可）
LINE  
　利用推奨年齢は12歳以上（18歳未満は利用できない機能がある） 

昔のくらし体験 

  １１月６日，校区の老人クラブの方に協力をいただ

き，３年生が昔の道具を使う体験をしました。現在，

昔の道具を使ったことがない大人も多くなっている中

で，石臼やめぐり棒，

唐箕（とうみ），足踏み

脱穀機などの道具を実

際に使う貴重な体験を

することができました。 

　さつま芋や鰹の腹皮

もたくさん焼いていた

だき，みんなでおいし

くいただきました。

音楽発表会 

  １１月８日は土曜授業で音楽発表会を実施し，これ

まで学習したことを学年ごとに発表しました。保護者

や保育園・こども園児など，１７０人を超える参観者

があり，児童は緊張した様子はありましたが，堂々と

 発表し音楽の豊かさを表現しました。

　金管バンドの演奏

もあり会場はたいへ

ん盛り上がりまし

 た。

  児童の明るい歌声

と楽器の心地よい音

色が会場いっぱいに

響き，すてきな時間

となりました。

         　　学校便り  令和７年11月21日 

  あこう 

   枕崎市立立神小学校     
【Ｈ　Ｐ】https://www.city.makurazaki.lg.jp/site/primary-tategami 
【ブログ】https://www.facebook.com/tategamies


